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皆様方に於かれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素は古座川町のまちづくりに対し格別のご支援、ご協力を賜り、心よりお礼を申し上げます。 

ここに、令和６年度「古座川町ふるさとづくり寄附」の報告をさせていただきます。ふるさと

納税制度は「生まれ育ったふるさとに貢献・応援できる制度」として平成 20 年度に創設されま

した。古座川町では平成 20 年度にスタートして以来、町内外の幅広い方々から多くの善意とご

厚意をいただいており、令和６年度は、延べ 5,010 件、総額 81,996,500 円のご寄附をいただ

きました。昨年度に引き続き多くの方にご寄附いただき、心より感謝を申し上げます。こうして

皆様から古座川町へ温かい想いをお寄せいただくことは、今後のまちづくりに向けて大きな励み

となっております。 

今後も皆様から頂戴した寄附金を効果的に活用させていただき、寄附者の皆様のご期待に答え

られるよう努めてまいります。最後に、皆様のご支援、ご寄附に感謝申し上げるとともに、より

一層のご発展をお祈り申し上げます。                  

 

 

 

令和７年８月 

古座川町長  大屋 一成 
 

1.ご寄附をいただいた皆様へ 
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1. 目 的 

豊かな自然を守り、元気あふれるまちを実現するため古座川町で生まれ育った方々、古座川

への想いをもつ方々に寄附を募り、多様な人々の参加によるまちづくりをすることが目的です。 

2. 寄附金の使い道 

ふるさとづくり寄附をされるときは、町が示している事業のうち、どれに充てるのかをご指

定ください。これらの事業は、町がまちづくりのために必要と考えるもので、町長は寄附者の

意向が十分反映されるよう配慮いたします。なお、使い道のご指定がないものは、町長が使い

道を決定し、その内容を報告いたします。 

3. 管 理 

ふるさとづくり基金の現金は、金融機関へ預金して管理します。また、より確実で有利な方

法がある場合は、その方法で管理します。 

4. 預金利子等の基金運用益の処理 

預金利子等は町の一般会計歳入歳出予算に計上した後、ふるさとづくり基金に積み立てます。 

5. 事業の実施と基金の処分 

ふるさとづくり基金は、あらかじめ町が示している事業に充てる場合に限り、その全部また

は一部を使うことができます。 

6. 運用状況の報告と公表 

町長は毎年度終了後、６ヵ月以内に寄附金の運用状況を議会に報告するとともに、これを公

表しなくてはなりません。公表の方法は町ホームページ等により行います。 

 

 

 

 

 

令和６年度は 5,010 件（延べ）、総額 81,996,500 円のご寄附を頂きました。寄附の内訳は

下記のとおりです。 

 

【寄附内訳】 

 事業の種類 寄附金額 寄附件数 

1 まちづくりに関する事業 46,870,000 円 2,805 件 

2 福祉に関する事業 9,674,500 円 581 件 

3 教育・文化に関する事業 22,785,500 円 1,345 件 

4 事業指定なし 2,666,500 円 279 件 

合  計 81,996,500 円 5,010 件 

 

 

 

 

２.古座川町ふるさとづくり寄附概要 

３.寄附の状況（令和６年度） 
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寄附金の活用については下記事業の一部として活用させていただきました。 

 

1.まちづくりに関する事業  活用金額 23,680,564 円 

活用事業 

・地域づくり支援事業補助金  ・大学等連携交流事業補助金  ・林道維持補修工事（単価契約） 

・移動販売事業支援補助金  ・ハイキングルート維持管理事業  ・直見キャンプ場整備事業（水

路・駐車場）  ・一枚岩観光物産センター転落防止柵取替工事  ・ぼたん荘備品  ・サイクル

ロードレース大会運営補助金 

 

2.福祉に関する事業  活用金額 4,985,382 円 

活用事業 

・社会福祉協議会補助金  ・電動カート等購入費補助金  ・休日小児初期診療負担金 

・産婦人科医師派遣分担金  ・いきいき健康ポイント  ・エアコン購入費補助金 

 

 

3.教育・文化に関する事業  活用金額 11,632,557 円 

活用事業 

・地産地消給食推進事業補助金  ・高校生等就学支援金  ・小学校空調設備改修工事   

・中学校空調設備改修工事 

 

4.事業指定なし  活用金額 1,246,345 円 

活用事業 

・三尾川へき地保育所空調設備改修工事  ・高池保育所プールサイド改修工事 

 

 

 

 

 

 

〒649-4104 

和歌山県東牟婁郡古座川町高池 673-2 

古座川町役場 古座川町ふるさとづくり寄附係 

Tel：0735-72-0180 Fax：0735-72-1858 

 

４.寄附金の活用について 

 


